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労働条件分科会で「解雇関連項目」について議論 
 

10 月 13 日、労働政策審議会労働条件分科会が
開催。今回は、労働契約法制のうち、「主な労働条

件に関するルール」「労働契約の終了等」を議論し

ました。なお、今回より労使各一名の「専門委員」

が労働契約関連を議論する回に参加することとな

り、労働側は徳住堅治弁護士（ＪＡＭ顧問弁護士）、

使用者側は中山慈夫弁護士が就任しました。主要

項目についての議論概要は以下のとおりです。 
 
【解雇について】 

（労働側） 
○ 解雇を規制しても有期労働契約の雇い止めが

脱法的に利用されるので、有期労働契約も併せ

て規制する必要がある。また、解雇に際して使

用者に義務付ける手続も検討するべきである。 
（使用者側） 
○ 労働契約法に盛り込む解雇のルールは、現在の

労基法 18条の２を移すだけで十分。 
【整理解雇について】 

（労働側） 
○ 整理解雇は「４要件」で法制化するべき。特に、

「解雇にいたる手続き」は、解雇が労働者にと

って非常な打撃を与えることを考えると、必ず

必要な要件である。 
○ 「４要件」とされる事項は、正常な労使関係で

あれば行われていること。下級審判決であって

も法制化が必要なルール。 
（使用者側） 
○ 整理解雇については、最高裁の判決が出された

ことがないため、判例が固まっていない。今の

段階でルールを法制化するのは適当ではない。 
【解雇の金銭解決制度について】 

（労働側） 
○ 金銭解決制度には反対。なぜ「無効」な解雇で

職場復帰できるにもかかわらず、金銭の支払い

で会社は労働者を追い出すことができるのか

理解できない。また、「金さえ払えば解雇でき

る」との風潮を生む。 
○ 最近は、裁判で解雇無効になり、スムーズに職

場復帰している例も増えている。 
（使用者側） 
○ 労働者のためにも、金銭解決制度を導入して解

雇解決の選択肢を拡大する必要がある。 

○ 確かに金銭解決制度の濫用は問題なので、以降

は濫用防止の方策について議論したい。 
【安全配慮義務について】 

（労働側） 
○ 確立し定着している判例をそのまま労働契約

法に盛り込むべきである。 
（使用者側） 
○ 使用者の安全配慮義務の法制化と一緒に、労働

者の「健康保持義務」も法制化するべき。 
【配転・転勤、出向、転籍について】 

（労働側） 
○ 配転・転勤が検討項目にされていないが、労働

者にとって重要な事項なので検討すべき。 
○ 転勤についての判例は、労働者の家庭生活など

の個人的事情を重視していないため、「ワー

ク・ライフ・バランス」の観点から問題だ。 
○ 労働側は、日本の長期雇用や雇用慣行にともな

う配転・転勤、出向のすべてを否定しているの

ではない。労働者の個人的事情を軽視しがちな

判例そのままの法制化に意義を唱えている。 
（使用者側） 
○ 日本の長期雇用や雇用慣行では、ジョブ・ロー

テーションによる人材育成が重視されている。

そのため、あらかじめ就業規則に記載した配

転・転勤や出向に関する条項に従って社員を配

置することは、日本企業にとっては不可欠。 
○ 就業規則の出向規定を法制化して、規定が１つ

でも欠ければ出向が無効になるようなルール

を作るなら問題だ。 
○ 「ワーク・ライフ・バランス」を大切にする方

向には賛成するが、すでに労使の取組が始まっ

ている企業もあるので、法規制する必要はない。 
【懲戒について】 

（労働側） 
○ 「労働者の非違行為から何年も経過してから

懲戒した場合は無効」とする最高裁判決が最近

出された。労働契約法の議論にも反映すべき。 
（使用者側） 
○ 就業規則に懲戒規定がなければ懲戒ができな

い、というルール化には慎重に対応していただ

きたい。就業規則は 10人未満の事業場には作
成義務がないし、懲戒規定が未整備でも懲戒し

なければならないケースなどもある。 
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